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達第２号 

本     庁 

地 方 機 関 

 次に該当する職員は、以下により発令されたものと心得られたい。 

 行政組織規則の一部を改正する規則（令和２年兵庫県規則第36号）の施行の際、次の表の左欄に掲げる組織

に置かれている職に補せられ、若しくは命じられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる組織の従前と同

一の名称の職に補せられ、若しくは命じられたものとする。 

県土整備部県土企画局技術企画課 県土整備部土木局技術企画課 

県土整備部土木局用地課 県土整備部県土企画局用地課 

  令和２年７月１日 

                                             兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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